
国保年金課 国民健康保険係
☎0738-23-5530

　御坊市国民健康保険は、「１日人間ドック」または「２日人間ドック」の費用を助成します。
　助成を希望する方は、国保年金課窓口でお申し込みください。

◆対 象 者　次のすべてに該当する方
　　　　　　・受検時に御坊市国民健康保険の被保険者で、令和５年４月1日現在30歳以上かつ受検当日に75歳未満の方
　　　　　　・国民健康保険税を完納されている世帯の方
　　　　　　・「特定健診」及び「人間ドック検査項目に含まれるがん検診等」を受診していない方
　　　　　　　※受検日に御坊市国民健康保険の資格を喪失している場合、全額自己負担となります。

◆申請期間　①令和５年４月 ３日（月）～令和５年４月13日（木）
　　　　　　②令和５年４月14日（金）～令和５年４月28日（金）
　　　　　　③令和５年５月 １日（月）～令和６年２月29日（木）
　　　　　　※期間ごとの定員はありませんが、予算額に達した時点で終了します。

◆申請方法　国保年金課窓口へ「御坊市国民健康保険証」を持参し、申請してください。
　　　　　　※②・③の期間に申請される方は、４月下旬に郵送される「特定健診・がん検診等受診券」も併せて
　　　　　　　持参してください。

◆受検期間　「承認通知書」の交付を受けた日（※）から令和６年３月31日まで
　　　　　　※①の期間に申請された方…４月中旬に送付
　　　　　　　②の期間に申請された方…５月初旬に送付
　　　　　　　③の期間に申請された方…申請月の翌月に送付

◆実施機関　健診センター・キタデ　☎0738-24-3000
　　　　　　ひだか病院　　　　　　☎0738-22-1111

◆自己負担　１日人間ドック　 8,000円
　　　　　　２日人間ドック　13,500円

◆検査項目　　

１日人間ドック

◆各検診機関共通項目
　・内科診察
　・身体測定
　・血液検査
　・血圧測定
　・心電図検査
　・腹部エコー
　・脈拍測定
　・胸部レントゲン検査
　・胃レントゲン検査
　・尿検査
　・便検査（２日法）
　・眼科検査（視力・眼底）
　・聴力検査

◆健診センター・キタデ検査項目
　・喀痰検査

2日人間ドック

１日人間ドックの検査項目に加えて

◆各検診機関共通項目
　・肺機能検査
　・眼圧検査

◆健診センター・キタデ検査項目
　・血液検査（糖負荷検査）
　・体組成検査

◆ひだか病院検査項目
　・動脈硬化検査
　・腰椎骨密度検査
　・子宮頸がん検査

人間ドック検診のお知らせ
国民健康保険に加入している皆様へ

環境衛生課　☎0738-23-5506

〇令和５年度省エネ家電製品購入促進補助金のご案内
　令和５年度中に一般家庭で使用し、家屋に設置される省エネ家電製品であるLED照明器具を購入した世帯を対
象に補助を実施します。補助を希望される場合、ご本人またはご家族の方が環境衛生課までお越しください。
　補助要件を確認のうえ、不明な点がありましたら環境衛生課までお問い合わせください。　

♦補助要件
①市税を完納していること
　※税務課発行の完納証明書（200円）が必要です。
②市内店舗で購入すること（設置工事も補助対象となります。）
　※直管型LEDライトについては、市内企業（大洋化学株式会社）の製品に限ります。
　　（購入する店舗で、取り寄せが可能かご確認ください。）
③購入する製品が家屋に設置するものであること（倉庫や敷地内に設置するものは補助対象外となります。）
④対象となる製品の購入費及び設置工事費の合計額が6,000円以上であること
　※申請時、レシートまたは領収証が必要となりますので、大切に保管してください。
⑤購入から30日以内に申請書類を提出すること
　※期間内であれば、複数店舗での購入や設置が可能です。

♦補助金額　購入経費等の２分の１以内（上限額２万円）
♦受付期間　令和５年４月３日（月）～令和６年３月29日（金）※補助予算額に達した時点で受付終了とします。
♦申し込み・問い合わせ　環境衛生課　☎0738-23-5506

〇令和５年度浄化槽設置整備事業補助金のご案内
　補助の利用を希望される場合、事前にご本人またはご家族の方が環境衛生課までお越しのうえ、相談・申込を行ってく
ださい。補助を受けるためには様々な要件があります。要件に該当するかどうか、手続き等の詳細について説明します。

◆補助金額
　●単独処理浄化槽・くみ取り便槽から転換の場合

◆受付期間　令和５年４月３日（月）～令和５年11月30日（木）
　　　　　　※受付期間中でも補助予定基数【70基】に達した時点で終了となります。
◆申し込み・問い合わせ　環境衛生課　☎0738-23-5506

建物種類
５人槽
６～７人槽
８～50人槽

補助対象となる人槽区分 浄化槽補助金額
330,000円
414,000円
546,000円

専用住宅または
併用住宅

補助対象となる
人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～50人槽

11～50人槽

浄化槽補助金額

330,000円
414,000円
546,000円

546,000円

単独処理浄化槽
撤去費補助金額

くみ取り便槽
撤去費補助金額

120,000円 90,000円

建物種類

専用住宅または
併用住宅

飲食店または
民宿等

配管工事費
補助金額

300,000円

対象外

　●新築・解体後の建替えの場合

環境衛生課からのお知らせ

広報ごぼう 令和５年４月号広報ごぼう 令和５年４月号7


